
剪定枝等のリサイクルについて 
 

 ごみ処理広域化に伴う剪定枝等のリサイクルについて、令和９年３月に箱根町環

境センター内に新たにストックヤードを整備しますので、その運用について現段階

での状況などをご報告いたします。 

 

１ 剪定枝等の現状について 

衛生組合に搬入された剪定枝等は、組合内でチップ化処理を行い、県外の事業

者へ運搬してチップを有価物として売却しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２ 広域化による剪定枝のリサイクルについて 

（1）これまでの検討  

   これまでは、ストックヤードの整備費について、現在の発生量に応じた負担

割合としていました。（下表※１） 

 

  (2) 今回の検討 

   以降、箱根町との協議において、箱根町の剪定枝搬入量を優先し、残りを湯

河原町・真鶴町が搬入するという考えで負担割合を見直しました。（下表※２） 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ なお、箱根町剪定枝ストックヤードに搬入できない分は、引き続き衛生組

合でチップ化処理します。 

   

 

〇 箱根町剪定枝ストックヤード年間計画処理量及び各町の割合 

 箱根町 真鶴町 湯河原町 計 

旧（※１） 

【割合】 

1,286.1ｔ 

【36.2％】 

341.7ｔ 

【9.6％】 

1,927.8ｔ 

【54.2％】 

3,555.6ｔ 

【100.0％】 

新（※２） 

【割合】 

694.0ｔ 

【80.5％】 

25.3ｔ 

【2.9％】 

142.7ｔ 

【16.6％】 

862.0ｔ 

【100.0％】 

※１：令和５年４月から令和７年９月までの剪定枝等の搬入実績 
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  〇衛生組合での処理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 検討結果を踏まえた対応について 

  この年間計画処理量の設定に伴い、既に締結している「剪定枝等ストックヤー

ド共同処理事業に関する覚書」の記載内容の整理を行うため、同覚書の一部変更

に係る覚書を締結しました。 

 

《参考》箱根町剪定枝等ストックヤードの概要について 

（1）面   積   194.5 ㎡ 

（2）計画処理量   日量 5.2ｔ（枝類 4.2ｔ、草類 1.0ｔ）、年間 862ｔ 

（3）稼 働 日 数   年間 318 日を予定 

（4）スケジュール  工期：令和９年１月～令和９年２月、令和９年３月～稼働 

（5）資源化方法   近隣の資源化事業者に委託し、剪定枝等ストックヤードからの

運搬と資源化を行います。 
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